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はじめに－実習と新たな社会教育人材の養成に向けて－ 

生涯学習施設実習担当教員 

出川 真也 

１．社会教育主事課程の改正について－社会教育実習の必修化と「社会教育士」の創設 

 2020 年社会教育主事養成課程が改訂され、カリキュラムの変更が行われることとなる。

ファシリテーション方法を取り扱う生涯学習支援論や社会教育における経営的視点を盛り

込んだ社会教育経営論が創設されるほか、社会教育実習が必修化されることが着目される。

全国社会教育職員養成研究連絡協議会（社養協）の調査1によると、社会教育実習実施校は

全体の半数に留まっており、必修化によって実習生が倍増することが予想される。 

 もう一つ着目されるのが、課程修了者にはこれまでの社会教育主事の任用資格に加え、

「社会教育士」の称号が与えられることである。「社会教育士」というこの新しい概念は、

従来、行政における社会教育業務に従事する人材養成を想定していた当課程の守備範囲が

名実共に大きく広がったことを意味している。この場合の「名実」とは実際には既に広がっ

ていた現場状況に対して、制度においても具体的に概念構築され、名前が与えられたという

こととなろう。文科省は「「社会教育士」には、講習や養成課程の学習成果を活かし、ＮＰ

Ｏや企業等の多様な主体と連携・協働して、社会教育施設における活動のみならず、環境や

福祉、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域

づくりに携わる役割が期待される」2としている。 

 今、我が国の「社会教育界」では、実習による現場実践力の向上と育成人材の様々な分野

での活発な活用に向けて、まさに官民一体となって取組が加速しているところといえよう。 

 

２．大正大学における多様な実習等の実践研究活動の展開 

 そのような中で、大正大学社会教育主事課程の主要科目の一つ「生涯学習施設実習」（通

年・４単位）では、今年度も引き続き、多様な分野の実習地を設定し各学生の課題研究を推

進してきた。 生涯学習施設実習は、法定課目である社会教育実習、社会教育演習、社会教

育課題研究を合わせた形で設定されている。学生が独自の関心テーマを設定し、社会教育現

場での体験･実習を行うとともに、現場の活動者からの刺激を受けながら、各自の課題を探

究していくことができるのが大きな特徴といえる。 

また、今年度は特に正課授業とは別に、課外活動として、有志の学生が社会教育･生涯学

習の考え方や方法･手法を用いて、企画実践を行ってきたことも大きな成果であると言える。

また、過年度より行っている主に地方地域をフィールドとした研究室のプロジェクト研究

も引き続き行われ、地域の方々との学びの成果が地域づくりの具体的成果に結びつこうと

している。 

                                                  
1 社養協 2012 年調査報告書参照 
2 文科省 2018「社会教育士」について資料 1－2 参照 
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 これらはいずれも今回の文科省制度改訂の趣旨を先取りしたものであるといえよう。 

 

３．共に試行錯誤を続ける学びを 

 現代社会のような変化が激しく不確実要素が大きくなり、かつ様々な形で市民参加と自

己決定が求められる時代において、「試行錯誤」を続けるような学び、そして「ボトムアッ

プ型」の学びは、その重要性を益々高めているといえる。 

 今回の文科省社会教育主事課程の改定をはじめ、社会教育行政の首長部局への移管、会計

年度職員制度など、社会教育行政･制度をめぐる変更は、確かに大きなトピックではある。

だがこれを機に、制度論を超えたより大きな枠組みから社会教育･生涯学習の学びの本質に

ついて改めて捉えなおし、かつ現場の実践的視点から、具体的な取組や仕組みを「手作り」

で推進していくことこそ、今、求められているのではないだろうか。それは、主体形成から

自治育成、暮らしと生業づくり等に至るまで、まさに幸福に生きるための実学としての社会

教育像である。そうした視野に立った上で行政･制度論的考察を深め、取組んでいく必要が

あると考えるのである。 

以上を踏まえると、地域の人々と「共に」「模索」しつづけ、その社会的実践に寄与する

学びの創出にかかわる社会教育人材の養成は極めて重要であることがわかる。その現場と

養成校が接触する養成の最前線に「実習」があるのである。 

 

４．現場と養成校をつなぎ研究･教育･実践を推進する新たな連帯の動き 

筆者が所属する全国社会教育職員養成研究連絡協議会（社養協）では、2018 年夏「社会

教育実習支援ネットワーク」ワーキンググループを設立した。微力ながら筆者はこの事務局

長を務めさせていただいている。 

このネットワークでは、2020 年度カリキュラム改訂で必修化される「社会教育実習」を

機軸として、現場と養成校の連携強化、現場実践の活性化への直接的寄与、養成教育の質向

上と研究の高度化、育成人材の活用促進に取組もうとしている（図参照）。従来の教育委員

会関係業務だけでなく、

福祉･環境といった行政

の他部署や NPO や一般

企業を含む地域社会に寄

与するあらゆる業態との

「学習」を軸としたネッ

トワークを形成し、社会

教育の研究･教育･実践を

一体的に推進していこう

としている。実学的学び

の実践を志向するネット

図 社会教育実習支援ネットワークの活動概要 
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ワークであると言える。 

今後の社会教育人材養成の現場では一学生・一施設・一大学・一教員といった閉じた枠組

みを超えて、様々な主体とつなぎ学びあうことが益々求められる。社会教育実習支援ネット

ワークの活動はまだ緒についたばかりであり今後の展開可能性は未知数だが、この「業界」

の中でもとりわけ楽しい愉快なメンバーが集いつつある。「楽しさなくして参加なし」とい

う言もある。楽しく愉快なつながりを構築しながら、より広い視野で展望し、かつ足元の実

践に地道に取組んで着実に成果を積み重ねることで、豊かな地域社会作りに寄与できる社

会教育業界の盛り上げに寄与したい。その意味でも養成校の責務は益々その重要性を高め

ているのである。 

 

 

 

参考資料･文献 
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2018 年度活動の概要 

生涯学習施設実習科目を担当する出川真也研究室では、社会教育関連活動として、１生涯

学習施設実習科目の運営、２．学生の個人研究実践の支援、３．研究室プロジェクト研究の

推進、４．発信その他活動に取組んだ。 

 

１．生涯学習施設実習科目の運営 

 事前研修活動として、東京農業大学の杉野卓也氏をお招きしたディスカッションや、神奈

川県立芸術の家において子ども体験活動の支援実践を含めた１泊２日のキャンプ活動と実

習計画設計ワークショップを行った。学生の個別実習活動については本書Ⅰ章参照のこと。 

   
写真 杉野卓也氏をお招きしたディスカッションと振り返り活動 

   

   
写真 神奈川県立芸術の家におけるキャンプワークショップの様子 
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２．個人研究実践活動の支援 

 当研究室が主宰する地域社会教育研究会の学生有志による個人研究実践活動として、ピ

アサポート･ピアラーニング活動、ラウンドテーブルイベントの開催、寺院を活用したコミ

ュニティ活動（「しゅりる」）の３プロジェクトを支援した。詳細は本書Ⅱ章の通り。 

 

３．研究室プロジェクト研究の推進 

当研究室教員によるプロジェクト研究を推進。新潟県粟島浦村と阿賀町室谷地区におけ

る実践調査、秋田県元気ムラ山菜ネットワーク活動での取材調査及びワークショップの実

施、北海道滝川市運海寺における社会教育試行活動の予備調査等を実施した。詳細は本書Ⅲ

章参照のこと。 

 

４．発信その他活動 

早稲田大学留学生巣鴨まちあるき案内の支援（詳細はⅠ章早川レポート参照）、鴨台祭に

おける研究発表、早稲田大学（11 月）、東京学芸大学（12 月）、福井大学（2 月）で行われ

た省察と実践コミュニティラウンドテーブルへの参加、実習先の一つである玉川上水の自

然保護を考える会のお誘いによる玉川上水の見学･散策会を実施するとともに、全国社会教

育職員養成研究連絡協議会による社会教育実習支援ネットワーク構築に写真･資料を提供

するなどの協力活動を行なった。 

 

  

   
写真 早稲田大学の留学生との巣鴨まちあるき活動から１ 
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写真 早稲田大学の留学生との巣鴨まちあるき活動から２ 

   

写真 鴨台祭研究発表コミュニティカフェで行われた、地域音楽団体によるコンサート 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 玉川上水散策会の様子 
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写真 当研究室による写真提供等の協力により作成された社養協社会教育実習支援ネットワークの 

パンフレット「社会教育士の養成と実習」より 
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